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１．概要 
 平成２４年４月１日以後に開始する課税期間から、課税売上割合が９５％以上の場合に、

仕入れ係る消費税の全額について仕入税額控除が認められるのは、その課税期間の課税売

上高（注）が５億円以下の事業者に限定されることになりました。 

 消費税の最終的な負担者は消費者になるため、事業者の段階では、消費税を負担するこ

とが無いように下記のように計算しています。 

 納付税額＝売上に係る消費税額―仕入れに係る消費税額 

 仮に、課税売上割合が９５％の事業者では、９５％部分は預かっていますが、５％部分

は消費税を預っていませんので、経費に係る消費税においても、課税売上にも非課税売上

にも対応する部分については、その全額を控除してしまうことは理論的ではありません。 

 ただし、このように、仕入に係る消費税をひとつひとつ対応関係を確認して、帳簿に 

記載していく作業は、事業者の事務負担が過度に大きくなるとの配慮から従来は、一つの 

割り切りとして、課税売上割合は９５％以上の場合には、経費に係る消費税を全額控除す

ることを認めていました。 

 それを今回の改正においては、その課税期間の課税売上高が５億円超の会社に関しては、 

課税売上割合に応じて正確に、控除対象消費税額を計算することになりました。この改正 

によって、非課税売上がある会社の場合には、原則として従来より消費税の納税額が増加

することになります。 

（注）この課税期間の課税売上高とは、消費税判定によく使用される「基準期間」（その 

事業年度の前々事業年度）とは異なり、消費税を計算するその事業年度のことです

ので注意してください。 

 

 

Ｑ４９  当社は課税期間の課税売上高が５億円超の事業者になりますが、平成２４

年４月１日以降に開始する事業年度では、課税売上割合が９５％以上でも、 

    今まで通りの消費税の計算が出来なくなると聞きました。変更点および注意

点について教えてください。 

Ａ： 平成２４年４月 1日以後に開始する事業年度において、仕入れに係る消費税の 

全額について仕入税額控除が適用できるのは、その課税期間の課税売上高が５億

円以下の事業者に限定されることとなりました。したがって、その課税期間の課

税売上高が５億円超で、非課税売上が計上されている場合には注意が必要です。 
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２．改正に伴う実務上の注意点 

1.個別対応方式又は一括比例配分方式の有利選択 

 その課税期間の課税売上高が５億円超の会社に関しては、以下の条件を満たした場合に

は、仕入控除税額の計算方法として、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれか有利

な方法を選択することができます。ただし、一旦、一括比例配分方式を選択した場合には、

2年間継続しなければなりません。 

（１）要件 

 その課税期間中に行った個々の消費税の課税仕入れ項目について以下の３つの区分を 

行っていること。 

①� 課税売上のみに対応する課税仕入・・・主として原価経費 

② 非課税売上のみに対応する課税仕入・・土地の貸付や居住用家賃に対応する経費 

③ 課税売上にも非課税売上にも共通して対応する課税仕入・・・主として販管費 

【実務ポイント】 

販売費及び一般管理費に属する経費は、原則③になりますので、会計データを入力 

時の消費税登録コードを「共通仕入」にする必要があります。これは会計ソフトの 

基本登録時に設定をしておけば間違いが少なくなりますので励行してください。 

（２）個別対応方式での仕入控除税額の計算方法 

   仕入控除税額＝（１）①＋（１）③×課税売上割合  

（３）一括比例配分方式の計算方法 

   （上記（１）①＋②＋③）×課税売上割合 

（４）今後の実務上の注意点 

   （１）①、②、③の区分を行っていない場合には、個別対応方式を選択すること 

ができません。したがって、その事業年度の売上高が 5億円に近い会社の 

場合には、期中に（１）の消費税の区分登録を行っておくことが必要となります。 

 

２.控除対象外消費税等の取扱い 

 今後、課税売上高が 5 億円超の会社の場合、個別対応方式又は一括比例配分方式のいず

れを採用したとしても、非課税売上高がある場合には、控除できない「仮払消費税額」が 

発生することになります。 

 この控除できない「仮払消費税額」のことを「控除対象外消費税」と呼びます。この 

控除対象外消費税は、結果として以下の表の区分に従って、会社の損益計算において経費 

として損金に算入します。 
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一の資産に係るものの金額が20万円未満のもの
棚卸資産
課税売上割合が80％以上の場合

資産に
係るも
の

下記に該当しないもの
繰延消費税額等として一旦資産
計上の上、5年以上の期間で損
金経理により損金算入

損金経理を要件に損金算入

経費に係るもの

 

① 資産に係る控除対象外消費税 

一つの資産に係る控除対象外消費税の額が20万円未満のもの、棚卸資産に係るもの、 

課税売上割合が 80%以上の法人の場合には、その控除対象外消費税を損金経理を 

要件として、法人の損益計算上一時に損金に算入することができます。 

したがって、上記以外の場合には、一旦「繰延控除対象外消費税」として、 

資産計上を行い、5年以上の期間で損金に算入することになります。 

（なお、上場企業等企業会計を前提に財務諸表を作成している会社の場合には、 

繰延控除対象外消費税を資産計上せずに、一時に経費に算入したうえで、別表にて管

理することになります。） 

② 経費に係る控除対象外消費税 

損金経理を要件として、法人の損益計算上一時に損金に算入することができます。 

③ 交際費に係る控除対象外消費税に注意 

税務上、交際費には損金算入限度額があります。したがって、控除対象外消費税 

のうち、交際費に対応する金額は、この限度額計算に含めて計算することを忘れ 

ないようにしてください。 

 

以上 

 


